
（様式３）

所管課名 水大気環境課 整理番号 1-1

許認可等の種類

根拠法令条例等・
条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合は
その理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合は
その理由）

期間の制定根拠

地方自治法第250条の2適用申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

地方公共団体による水道事業の買収の認可

水道法第42条第１項　　

地方公共団体以外の者が水道事業を行っている場合において、施設の改善命令に従わ
ないときなど、その区域において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正
かつ合理的であると認めるときに市町村等は、知事の認可を得てその水道施設等を買収
することができる。

－

未設定（過去に申請実績がないため。）

－

未設定（過去に申請実績がないため。）


